
　組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費（被扶養者の方の場合は家族
出産費）等が共済組合から給付されます。

公務によらない病気や負傷で休職等になった場合は、
傷病手当金を請求することができます

傷病手当金について

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先 給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

傷病手当金の詳細については、「福利厚生ハンドブック（令和5年度保存版）P33～34」も参照してください。

会計年度任用職員の組合員です。病気休暇等の制度がありません。支給の対象となりますか？
病気休暇の制度がなくても支給対象となる場合があります。
会計年度任用職員の方の雇用条件はさまざまですので、詳細は所属所から提出される書類で確認します。 
まずは所属所に相談してください。

Q1
A1

よくあるお問合せ

事前審査後
請求書の作成・提出

支給期間
傷病手当金（法定給付）   1年６か月の範囲内
傷病手当金附加金（附加給付）   法定給付支給終了後、６か月の範囲内　※在職中のみ支給

病気休職（有給）期間中であっても、傷病手当金の額が報酬額より多いときは、傷病手当金の一部が支給されます。 
この場合、病気休職（無給）期間中に傷病手当金の支給が終了します。

病気休暇（有給）に引き続き病気休職（有給１年
間、無給２年間）が発令された場合

療養のため勤務できなくなった日から４日以上
経過し、復職せずに退職した場合

例1

例

例2

病気休暇
90日間
有給

退職日

病気休職
１年間
有給

退職日を含め
引き続く４日以上
療養のため休業

病気休職２年間
無給

退職から引き続き
療養のため就労できず、
収入がない状態

傷病手当金支給期間 傷病手当金支給期間

組合員（現職） 組合員（現職）　１年以上 任意継続組合員または国保

法定給付
（１年６か月）

法定給付
（１年６か月）

附加給付
（６か月）

（傷病手当金支給開始月を含む過去12か月の標準報酬月額の平均）÷22

平均標準報酬日額平均標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数
（1円未満四捨五入）

傷病手当金支給開始月（令和6年１月）、過去12か月に標準報酬月額（470,000円）の変更がない
470,000円 × 12か月 ÷ 12か月 ＝ 470,000円
470,000 ÷ 22 ＝21363.6（10円未満四捨五入） ≒ 21,360円　平均標準報酬日額

組合員が公務によらない病気や負傷の療養のため引き続く３日を超えて勤務することが
できなくなり、そのために報酬（給与等）が支給されなくなったとき

1年以上組合員であった者が、退職日までに引き続く3日を超えて病気や負傷の療養のた
めに休業し、退職後も引き続き療養のため就労できないとき

支給要件
在職中

退職後

支給金額

請求手続

支給事由
発生

所属所に
相談

一般組合員・退職後（短期組合員を含む）

所属所から事前審査書類提出 事前審査

現職の短期組合員

請求書の作成・所属所経由で提出

傷病手当金を請求するには、
まずは所属所（学校）に相談しよう

 

●
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て

合
組
済
共

せ
ら
知
お
の
ら
か

請求方法

出産したとき
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注1）出産費用が法定給付額を下回った場合の取扱い
❶直接支払制度…差額は、附加金と合わせて共済組合に請求してください。
❷受取代理制度…差額は、病院からの請求に基づき、組合員に直接給付します（組合員からの請求は不要です。）。

るいてし定予を院入で産出はくし詳。すまりあがとこいないてっ行を」度制理代取受「や」度制払支接直「、はてっよに等関機療医 ）2注
病院等にご確認ください。

 ※ 産科医療補償制度対象分娩の場合の掛金（12,000円）を含みます。
　 産科医療補償制度対象外の場合は488,000円となります。
　 以下の説明も同様です。

分娩に関連して発症した重度脳性
麻痺児に対する補償を行う制度

産科医療保障制度とは…

次の❶～❸いずれかの方法を出産前に 
選択の上、共済組合に請求手続をしてください。

法定給付

50万円※

附加給付 

5万円+

直接支払制度
組合員と医療機関等の合意に基づき、共済組合が出産
費（50万円）を医療機関等に支払う制度です。組合員
は、出産費用から50万円を差し引いた額を窓口で支
払います。

、りよにとこるす求請に共済組合が員合組、は）円万5（金加附 ※
組合員本人へ別途支払われます。

受取代理制度
共済組合が出産費および附加金（55万円）を医療機関
等に支払う制度です。組合員は、出産費用から55万円
を差し引いた額を窓口で支払います。

、てし対に合組済共、はにるす用利を度制のこ ※ 出産予定日の2
か月前から10日前までの事前申請が必要です。

医たっ行を出届に省働労生厚、ちうの関機療医な模規小的較比 ※
療機関に限り利用できる制度です。

上記制度を利用しない場合（直接支払制度利用なし）
出産にかかった費用の全額を組合員が病院等に支払
い、後から共済組合に申請をして出産費と附加金の合
計額（55万円）を受け取る方法

、は等合場たし産出に内以月か6てれさ定認てしと者養扶被 ※
加入していた健康保険組合の証明書等が必要です。
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附加金
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組合員

組合員
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どれを利用しても最終的な
負担額は変わらないよ

出産費用が60万円の場合

50万円支払

55万円支払

給付額
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